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令和8年度（2026年度）地下水環境調査業務委託 

仕様書 
 

１ 業務目的 

本業務は、水質汚濁防止法第15条第1項及び第2項に基づく地下水質の常時監視及びそ

の結果の報告の一環として、熊本市内一円において地下水試料の採取及び一部試料の測

定並びに水質測定結果の集計等を行い、地下水質の実態を把握するとともに、地下水汚

染の浄化対策を実施している地区においてはその効果を確認することを目的とする。また、

本市において指針値を超過しているPFOS・PFOAについて、地下水試料の採取、井戸深度

及び井戸水位等の調査並びに調査結果の集計等を行い、原因究明に資する基礎資料を収

集することを目的とする。 

   

２ 実施場所 

熊本市内一円 

 

３ 履行期間 

令和8年（2026年）4月1日から令和9年（2027年）3月31日まで 

 

４ 業務概要 

本業務の概要は、次のとおりである。水質測定は、熊本市環境総合センター（熊本市

東区画図町所島404-1。以下「市センター」という。）及び本業務委託で行う。（本業

務委託において実施する測定については「８ 地下水質（一部）の測定」のとおり。） 

(1) 地下水試料採取 

ア 地下水試料の採取に係る調整（井戸所有者との打ち合わせ） 

イ 試料採取 

ウ 現地における簡易測定（ガス調査含む） 

エ 市センターへの試料の運搬・搬入 

   (2) 井戸深度及び井戸水位等の調査 

(3) 地下水質（一部）の測定 

(4) 地下水質測定結果、井戸深度及び井戸水位等の調査結果の集計等 

 

５ 業務実施上の留意事項 

(1) 関係通知等の把握 

本業務委託は、地下水常時監視の一環として行うものであることを認識し、地下水

常時監視の実施方針である以下の内容を十分踏まえて実施すること。 

 

ア 調査方法等は、｢水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について｣（平成元

年9月14日環水管第189号）の別紙の「地下水質調査方法」による。 

イ 測定方法は、環境基準項目については｢地下水の水質汚濁に係る環境基準につい

て｣（平成9年環告10号）に定める方法で行い、その他の項目については、日本産業

規格、上水試験方法、下水試験方法等科学的に確立された分析方法による。 
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ウ 測定結果の数値の取り扱いについては、「環境基本法に基づく環境基準の水域類

型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」（平成13年

5月31日環水企第92号）による。 

エ 報告下限値は、別紙１のとおりとする。 

 

(2) 環境計量士による業務管理 

  水質測定において高い精度を確保するために試料の採取容器の保管から、試料の採取、

運搬及び前処理を含む分析まで一貫して適切な精度管理を行う必要がある。したがって、

本業務には試料採取及び水質分析に精通している計量法に基づく環境計量士（濃度関係）

が、計量証明事業所（濃度）において、委託期間中管理するとともに、試料の採取容器

の保管、試料の採取作業から運搬、前処理、機器分析、結果集計に至る全体の過程を把

握し、市センターと連携して適切な精度管理を実施し、測定値の信頼性の確保に努める

こと。 

 

６ 地下水試料の採取 

(1) 地下水試料の採取井戸について 

本業務における地下水試料の採取本数は以下のとおりである。 

 

ア 市観測井（市が所有する観測井戸）   107本 

※通常使われていない井戸であるため水質が安定するまでは時間を要する 

イ 一般井戸（民間又は公共施設が所有する井戸） 471本 

ウ 処理水（浄化装置処理水）     8本 
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〔内訳〕 

調査区分 
区分 

小分類 (井戸種類) 本数 回数 延べ本数 
合計 

概
況
調
査 

定点継続調査 

（Ｔ点） 
39 

市観測井（東部） (市観測井) 21 2 42 

市観測井（西部） (市観測井) 11 1 11 

一般井戸 (一般井戸) 7 1 7 

継
続
監
視
調
査 

硝酸性窒素 

継続調査 

（Ｎ点） 

21 

東部地域 （一般井戸） 12 2 24 

城南地域 （一般井戸） 6 2 12 

その他 （一般井戸） 3 1 3 

基準超過地区 

継続調査 

（Ｍ点） 

117 

ＶＯＣ（年 4 回地点） (一般井戸) 2 4 8 

ＶＯＣ（年 2 回地点） (一般井戸) 19  2 38  

ＶＯＣ・ふっ素 

（年 1 回地点） 
(一般井戸) 2  1 2  

ＶＯＣ（年 1 回地点） (一般井戸) 2 1 2 

ベンゼン(田崎地区) (一般井戸) 1  2 2  

硝酸性窒素 
(市観測井) 2 2 4 

(一般井戸) 58 2 116 

砒素・ふっ素・ほう素 （一般井戸） 26 1 26 

砒素・ふっ素・硝酸 (一般井戸) 2 2 4 

萩原・春日地区 (一般井戸) 3 2 6 

ＶＯＣ検出地区継

続調査（Ｋ点） 
10  ＶＯＣ (一般井戸) 10 1 10 

ＰＦＡＳ 

指針値超過井戸調査 

市観測井（T-34） （市観測井） 1 2 2 

市観測井（P-67 浅井戸） （市観測井） 1 4 4 

市観測井（P-81） （市観測井） 1 4 4 

一般井戸（T-110） （一般井戸） 1 3 3 

一般井戸 （一般井戸） 46  4 184 

ＰＦＡＳ 

指針値以下井戸調査 

市観測井（P-67 深井戸） （市観測井） 1 4 4 

一般井戸 （一般井戸） 5 4 20 

隔月硝酸性窒素調査 
東部・北部・植木地域 (市観測井) 9 4 36 

北西部地域 （一般井戸） 1 4 4 

浄化装置処理水調査 高平台・春竹地区 (処理水) 2 4 8 

合計   

(市観測井)     107 

(一般井戸)     471 

(処理水)     8 

詳細は、別紙２「地下水試料採取井戸本数及び分析項目」、別添１「調査井戸リスト」

を参照。なお、調査井戸リストの井戸所有者名及び詳細な所在地については、業務着手

後に受託者に対して提供する。 



 - 4 - 

 

(2) 地下水試料の採取に係る調整（井戸所有者との打ち合わせ） 

試料を採取する月の前月中旬までに、監督員（本業務を担当する熊本市水保全課

の職員）と協議の上、試料採取計画を作成し提出すること。試料採取計画が確定し

た後に、井戸所有者へ訪問日時等について、電話等で打ち合わせること。打ち合わ

せは、当日の立会いの有無（井戸所有者の要望に応じること）、試料採取箇所（蛇

口の場合には地下水を使用している蛇口の箇所の確認等）、駐車箇所等、必要に応

じて十分に行い、試料採取当日にトラブルがないように努めること。また、打ち合

わせの際に試料を採取する井戸等に関する詳細の情報（地下水の貯留の有無、塩素

投入の有無等）を確認すること。 

井戸所有者との打ち合わせによって試料採取計画に変更が生じた場合は、直ちに

監督員へ連絡し、了解を得ること。 

 

(3) 地下水試料の採取（採水） 

次のとおり試料採取を行う。 

ア 試料を採取する容器は、市センターが測定を行うものについては市センターが、

    受託者が測定を行うものについては受託者が用意（前処理含む）する。市センター

    が用意する容器の受領の際は、事前に市センターと日時を調整すること。市センタ

    ーが測定を行う試料については採水する容器及び量は、各地点の調査項目に応じ

    て市センターが別途指示する。容器は、ポンプ等の機器及び現地測定に必要な水

    温計等の器具と同様に、汚染等がないように適切に管理すること。 

イ 各日の採水開始前に監督員に作業を開始した旨の連絡をすること。予定が変更 

された場合にも同様とする。 

ウ 井戸の調査は２人１組で行うこと。 

エ 公・私有地への立入りや立木の伐採をする場合等は、土地所有者に事前に了解 

を得て実施するとともに工作物に損傷を与えないよう注意すること。調査中は、 

委託者が交付する「地下水保全立入調査員証」を携帯し、必要に応じ井戸所有者 

等に提示すること。井戸所有者及び付近住民とトラブルを起こさないように十分 

注意を払い、万一、業務上他者に損害を及ぼした場合は、受託者がその損害の賠 

償を行うこと。 

オ 採水は、給水栓を開栓し停滞水を排出させ、水温及び電気伝導度が一定になった

ことを確認した後に行う。（貸与する前年度報告書で前年度の数値を予め確認して

おき、これも考慮する。）特に市観測井は、通常、揚水していないため停滞水の排

出に長時間かかるので注意すること。長時間排出しても前年度と大きく数値が異な

る場合には、直ちに監督員に連絡し、対応を協議すること。 

カ 揮発性有機化合物を調査項目とした試料に塩素が投入されている場合は事前に

市センターよりL(+)－アスコルビン酸を受け取り、採水時に市センターから指示

された量を加えること。 

キ 市観測井のうち、Ｔ-19，20，21, 32，33の5本は、ポンプを設置していないため、

受託者が準備する携帯ポンプ（深さ5ｍ以上を揚水できるもの）で採水する。一般井

戸でもポンプ、電源等が設置されていない場合は、適宜最善の方法を監督員と協
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議する。 

ク 6月と10月の定点監視調査井戸の採水は、月曜日、火曜日、水曜日に行い、市セン

ターへ午前と午後の2回に分けて持ち込むこと。また、ＰＦＡＳ指針値超過井戸調査

及びＰＦＡＳ指針値以下井戸調査で採水した検体の持ち込みは月曜日から木曜日ま

でとし、木曜日の持ち込みは午前中に限るものとする。 

ケ 春竹浄化装置は活性炭塔の入口（下）に閉バルブがないことから、以下のよう

に採水すること。 

・処理水を先に採水すること。 

・原水を採水する際には、活性炭塔からの逆流水が混入しないように採水用バルブ 

は少しだけ開けること。 

コ 揮発性有機化合物を調査項目とした試料の採水は、原則として月曜日と水曜日に

行うこと。やむを得ず別の曜日に採水を行わなければならない場合は別途委託者と

協議の上採水日を決定すること。 

サ 隔月硝酸性窒素調査井戸のうち、Ｔ-9，12，13，33，40の5本は、同じ日に採水を

行うこと。 

シ 調査項目の性状等を理解し、調査物質の揮発等により分析結果に影響がないよ

う適切な方法で採水すること（「５ 業務実施上の留意事項」に示す通知等に充

分注意すること。）。特に揮発性有機化合物等は、試料水を泡立てないよう注意

して満水密栓し、器壁に気泡を生じた場合は脱気すること。 

ス 井戸毎に委託者が定める様式の「現地調査票」を作成し、井戸所有者とその住

所、井戸設置場所とゼンリン等住宅地図（六分割）での配置、井戸諸元、上水道

の有無、現在の利用状況等を正確に記入する。井戸の利用状況等は変わっている

ことも考えられるので、できるだけ井戸所有者に確認をとり最新の状況を記入す

ること。また緯度・経度は世界測地系のものとする。 

セ 採水の状況等について、業務名・地点番号・採水年月日・受託者名等を記載し

たボードを提示して撮影すること。 

ソ 各日の試料採取終了時に監督員に連絡し、採水できなかった井戸等について報

告すること。 

タ 採水箇所等に疑義が生じた場合は、監督員の指示に従うこと。また、トラブル

が発生した場合や水質に異常を感じた場合は、直ちに監督員に連絡すること。 

 

(4) 現地における簡易測定 

現地で気温、水温、電気伝導度、酸化還元電位、ｐＨ、臭気、色相を測定し、採水

時間、採水者とともに委託者が定める様式に記録する。 

高平台地区の浄化装置処理水調査においては、浄化装置の排ガス出口において、ガ

ス検知管によるトリクロロエチレンの排ガス濃度を測定する。（1箇所×4回） 

 

(5) 市センターへの試料の運搬・搬入 

採取した試料は、クーラーボックス内に入れる等、分析結果に影響のない方法で保

管し、直ちに各試料の分析場所（市センター又は受託者）へ運搬・搬入を行う。 

市センターへの搬入は、試料を採取した当日に行い、現地で記録した野帳のコピー
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を提出するとともに、その他搬入に関しては監督員又は市センター職員の指示に従う

こと。搬入後、当日の業務の実施状況を速やかに委託者に報告すること。 

 

７ 井戸深度及び井戸水位等の調査 

  ＰＦＡＳ指針値超過井戸調査の一部及びＰＦＡＳ指針値以下井戸調査の井戸において、

初回採水時に井戸深度及び井戸水位等の調査を行う。 

(1) 井戸深度及び井戸水位等の調査対象井戸について 

本業務における井戸深度及び井戸水位等の調査対象本数は以下のとおりである。 

 

 ア 市観測井（市が所有する観測井戸）        2本 

イ 一般井戸（民間又は公共施設が所有する井戸）   32本 

 

(2) 井戸深度及び井戸水位等の調査に係る調整（井戸所有者との打ち合わせ） 

「６ 地下水試料の採取 (2) 地下水試料の採取に係る調整（井戸所有者との

打ち合わせ）」と同様に井戸所有者と打ち合わせをし、調査当日に円滑に作業が進

められるよう調整する。 

 

(3) 井戸深度及び井戸水位等の調査 

次のとおり井戸深度及び井戸水位等の調査を行う。 

ア 調査に係る機器等は受託者が用意する。 

イ 各日の調査開始前に監督員に作業を開始した旨の連絡をすること。予定が変更 

された場合にも同様とする。 

ウ 井戸の調査は２人１組で行うこと。 

エ 公・私有地への立入りや立木の伐採をする場合等は、土地所有者に事前に了解 

を得て実施するとともに工作物に損傷を与えないよう注意すること。調査中は、 

委託者が交付する「地下水保全立入調査員証」を携帯し、必要に応じ井戸所有者 

等に提示すること。井戸所有者及び付近住民とトラブルを起こさないように十分 

注意を払い、万一、業務上、他者に損害を及ぼした場合は、受託者がその損害の 

賠償を行うこと。 

オ 各井戸において、井戸深度及び井戸水位の測定並びにビデオスコープ等を用い

た取水位置の測定が可能か調査する。なお、井戸の構造上の理由、老朽化による破

損のおそれ、又は安全上の理由等により、測定に支障がある場合には、受託者は

その理由を記録し、委託者に報告するものとする。 

カ 井戸深度又は井戸水位の測定が可能な井戸については、巻き尺による測定、電気 

式水位計による測定又はこれらに準じる方法により測定を実施する。井戸深度及び 

井戸水位の基準点は、各地点のGL（地表面）とする。 

 

キ 「６ 地下水試料の採取 (3) 地下水試料の採取（採水）」時に作成する「現

地調査票」に標高、井戸深度又は井戸水位の測定及びビデオスコープによる取水位

置の測定の可否並びに井戸深度及び井戸水位の測定結果等を正確に記入する。 

ク 調査の状況等について、業務名・地点番号・測定年月日・受託者名等を記載し 
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たボードを提示して撮影すること。 

ケ 各日の調査終了時に監督員に連絡し、井戸深度又は井戸水位を測定した井戸等 

について、報告すること。 

コ 調査箇所等に疑義が生じた場合は、監督員の指示に従うこと。また、トラブル 

が発生した場合は、直ちに監督員に連絡すること。 

   

 

８ 地下水質（一部）の測定 

採取した地下水試料の一部について関係通知等に示された方法により測定を行う。測

定を行う試料及び項目は下表のとおりである。 

なお、測定結果を取りまとめ後、委託者が示す様式にて速やかに結果の報告を行うこ

と。 

 

項    目 
定点継続調査（T点） 

合計 測定月 
市観測井戸（東部） 市観測井戸（西部） 一般井戸 

健康

項目 

PCB 8 0 1 9 10月 

シマジン 21 11 7 39 10月 

チオベンカルブ 21 11 7 39 10月 

 

９ 地下水質測定結果、井戸深度及び井戸水位等の調査結果の集計等 

市センターで実施した水質測定結果は、委託者から受託者へ電子媒体等で提供する。

これらを委託者が定める様式及び環境省報告様式（地下水関連システム検体値入力デー

タツールVer.4及び地下水データ入力支援ツール）に整理し、四半期ごとに結果をまとめ、

随時提出する。 

また、以下の資料を作成し、地下水環境基準値との比較等のデータ解析を行う。 

・地下水質調査結果一覧表 

・調査区分ごとの井戸分布状況図（地図情報） 

・基準値超過井戸の分布状況図（地図情報） 

・調査井戸の汚染濃度図（地図情報） 

・井戸毎経年変化グラフ図 

・年度平均値と環境基準値との比較表 

また、基準超過地区継続調査（高平台(M-175,176,177,処理水)、春竹(M-174,処理水)）

分については、過去からの経緯等を各地区で取りまとめること。 

なお、取りまとめに必要な過年度データ及び報告書は貸与する。 

※熊本県が作成する「公共用水域及び地下水の水質測定計画」に記載があるもののみ。 

井戸深度及び井戸水位等の調査結果は、全ての調査対象井戸の調査後に、委託者が定 

める様式に整理し、速やかに委託者に提出すること。 

 

１０ 協議打合せ 
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業務の実施に当たっては、次の時期に業務の打合せを行い、必要に応じて協議書を作

成する。 

(1) 事前打合せ 

業務を開始する前に業務の詳細について内容確認のための打合せを行う。 

(2) 中間打合せ 

業務開始後6ヵ月目に業務の進捗状況及び解析の状況について打合せを行う。 

(3) 最終打合せ 

成果品納入前に最終打合せを行う。 

 

１１ 成果品の提出 

受託者は、委託期間内に次の成果品を提出し、委託者の検査を受けるものとする。 

・報告書         1部（再生紙を用い、両面印刷とすること。） 

・現地調査票及び写真綴り 1部（同上） 

・報告書、現地調査票、写真、環境省報告様式（地下水関連システム検体値入力データ 

ツールVer.4及び地下水データ入力支援ツール）の電子データを格納したＣＤ １式

（ファイル形式は、マイクロソフト社ワード及びエクセルを基本とする。） 

 

１２ 個人情報の保護に関する特記事項 

(1) 個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」の

とおりとする。 

(2) 受託者は、この業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託者自ら

が収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務の完了後直ちに委託

者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、そ

の指示に従うものとする。 

 

１３ その他 

(1) 業務の実施に当たっては、諸法規を遵守し公衆の迷惑とならないようにすると

ともに、安全に留意し必要であれば事前に十分な安全措置を取ること。 

(2) 業務の実施に当たっては、作業日報を作成し、監督員に求められたときは速や

かに提出すること。 

(3) 受託者は業務上知り得た事については、他に公表、貸与又は使用してはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

(4) 次に該当する場合は、両者が協議して決定するものとする。 

ア 当初予定していた井戸においてポンプ故障等やむを得ない理由によって試料

採取ができなかった場合、当該井戸に替えて別の井戸における試料採取を委託

者が希望するとき。 

イ 地下水質の常時監視のために試料採取が必要と委託者が判断した場合、当初

予定していない井戸における試料採取を委託者が希望するとき。 

ウ 市センターでの水質分析の結果、例年と大きく数値が異なる等、異常な値が

検出された場合で、委託者が再度の調査が必要と判断し、再調査にかかる試料

採取を委託者が希望するとき。 
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(5) 本仕様書に定められていない事項及び本仕様書の内容について疑義を生じた場

合は、両者が協議して決定するものとする。 


